
待機児童・子ども支援対策調査 

特別委員会報告資料【追加】 

令和２年４月２４日 

報告事項件名 頁 

（１）【追加】とうきょうママパパ応援事業の実施に向けた検討について ・・・・・２

（衛 生 部） 



待機児童・子ども支援対策調査特別委員会報告資料 

令和２年４月２４日 

件 名 【追加】とうきょうママパパ応援事業の実施に向けた検討について 

所 管 部 課 名 衛生部保健予防課 

内 容 

新型コロナウイルスの感染拡大により、都の緊急対策として、妊

婦に対し配付する育児パッケージ（１万円相当）に１万円を上乗せ

する補正予算措置が発表され、令和２年度は合計２万円の育児パッ

ケージの利用が可能となる。さらに妊婦面接は電話面接が可とな

り、妊婦面接時期は妊娠中のいずれの時期に実施されている現状も

鑑み、足立区においては以下のとおり検討する。 

１ 事業概要 

東京都は平成２７年度から令和元年度まで「ゆりかご・とうき

ょう事業」を実施していたが、その後継事業として、今年度から

内容をリニューアルし、「とうきょうママパパ応援事業」を開始

した。実施期間は令和２年度から５年間となっている。 

２ 都の緊急対策（令和２年度のみ） 

４月２２日に都補正予算が成立し、新型コロナウイルス緊急対

策の中で、育児パッケージの上乗せ分として、感染防止のために

必要な物品やタクシーチケットの配付費用が補助されることと

なった。補助額は１万円で補助率は１０／１０、上乗せ部分は任

意かつ令和２年度のみの時限的措置である。 

３ 事業のイメージ 

妊娠届出書の提出 → 面接、育児パッケージ等の配付 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間は電話

での聞き取りも可能と緩和された。 

４ 補助金交付対象について 

令和２年４月１日以降に妊娠届出をされた方 

５ 配付物 

２万円分の「こども商品券」を検討している。 

※こども商品券とは、玩具や子ども服等に交換できる子ども

のためのギフト券（タクシー乗車の利用も可）

※なお、区内共通商品券、交通系ＩＣカードは現金と同様、

子ども以外に使用できるため都の補助対象外
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６ 必要経費（概算） 

一人２万円、対象５,５５０人 

７ 開始時期 

５月下旬～６月上旬 

【参考】 

「ゆりかご・とうきょう事業」未実施区（令和元年度） 

千代田区・中央区・港区・足立区 

※ 平成３０年度実績は別紙１参照

問 題 点 

今 後 の 方 針 

区民事務所に妊娠届出があったＡ妊婦（リスク項目のない妊婦）

約１,３００人への面接が必要（電話可）となる。ハイリスク妊婦

に対応している助産師の活用を検討する。 
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※渋谷区・荒川区は令和元年度から事業を開始した。

（平成３０年度実績）

別紙１
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